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角田市の給与・定員管理等について 

 

１ 総括 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

 

区 分 

住民基本台帳人口 

（19年度末） 
歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

（参考） 

平成 18 年度の

人件費率 

19年度 

人 

32,666 

千円 

11,114,639 

千円 

302,707 

千円 

2,663,222 

％ 

24.0 

％ 

24.5 

  （注）人件費には特別職に支給される給料、報酬等及び事業費支弁人件費を含んでいます。 

 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

Ａ 

給    与    費 1人当たり 

給与費Ｂ/Ａ 

 (参考)類似団体平均

一人当たり給与費 給 料 職員手当 期末・勤勉手当  計 Ｂ 

19年度 
人 

271 

千円 

1,078,174 

千円 

203,762 

千円 

448,457 

千円 

1,730,393 

千円 

6,385 

千円 

6,009 

（注）１．職員手当には退職手当を含みません。 

   ２．職員数は平成 19年 4月 1日現在の教育長を含む一般職の人数です。 

   ３．特別職に支給される給与、報酬は含みません。 

 

 

（３）給与抑制措置の状況 

  １）特別職及び教育長の給料の減額支給（平成 14年 4月から実施） 

     市 長 949,000 円 → 854,100円（10％減額） 

     副市長 749,000 円 → 711,550円（ 5％減額） 

     収入役 673,000 円 → 639,350円（ 5％減額） 

     教育長 638,000 円 → 618,860円（ 3％減額） 

      注）収入役は、平成 17年 4月から空席となっています。 

  ２）管理職手当の減額支給（平成 11年 4月から実施） 

     部長級  88,500 円 → 79,650円（10％減額） 

     部次長級 77,400 円 → 69,660円（10％減額） 

     課長級  62,300 円 → 56,070円（10％減額） 

     参事級  51,900 円 → 46,710円（10％減額） 
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（４）ラスパイレス指数の状況（各年 4月 1日現在） 

 

 

 

（注）１.ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水 

      準を示す指数です。 

   ２．類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均 

したものです。 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（１） 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 20年 4月 1日現在） 

  ① 一般行政職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国ベース） 

角 田 市 42.9 歳 327,536円 402,115円 343,367円 

宮城県 42.8 歳 354,037円 419,614円 388,352円 

国 41.1 歳 325,113円 － 387,506円 

類似団体 43.3 歳 330,935円 375,723円 356,536 円 

 

 

 ② 技能労務職 

 

区   分 

 

公 務 員 民   間 参考 

平均年齢 

 

職員数 平均給料月額 平均給与月額 

（Ａ） 

平均給与月額 

（国ベース） 

対応する民間 

の類似職種 

平均年齢 平均給与月額 

（Ｂ） 

Ａ／Ｂ 

角田市 50.9歳 23人 295,648 円 328,235 円 311,387 円 ― ― ― ― 

 うち運転技術員 48.6歳 12人 294,933 円 336,867 円 313,600 円 自家用乗用 

自動車運転手 

50.9歳 202,100 円 1.67 

うち業務員 53.4歳 11人 296,427 円 318,819 円 308,973 円 用務員 53.9歳 225,900 円 1.41 

宮城県 49.6歳 353人 337,502 円 380,423 円 361,229 円 ― ― ― ― 

国 48.9歳 4,784人 284,679 円 ― 320,623 円 ― ― ― ― 

類似団体 47.7歳 36人 294,900円 317,091円 306,447円 ― ― ― ― 

 

 

 

区   分 

参  考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ／Ｄ 

角田市 ― ― ― 

 うち運転技術員 5,495,591円 2,619,300 円 2.10 

うち業務員 5,260,412 円 3,227,400 円 1.63 

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。 

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を 12倍したものに、公務員においては前年

度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。 
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③ 小・中学校（幼稚園）教育職 

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

角 田 市 51.4歳 390,740円 390,740円 

宮 城 県 44.3歳 401,779円 454,333円 

類似団体 43.8 歳 330,927円 351,472円 

（注）１．「平均給料月額」とは、平成 20年 4月 1日現在における各職種の職員の基本給の平均です。 

２．「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当な

どのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされている

ものです。また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特

殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したもの

です。 

３．民間事業者平均の欄は、宮城県人事委員会「職員の給与等に関する報告及び給与に関する勧告」から抜

粋したものです。このうち、平均給与月額は「きまって支給する給与」で、「平均給与月額（国ベース）」

は「きまって支給する給与」から時間外手当を除いたものです。 

（２）職員の初任給の状況（平成 20年 4月 1日現在） 

区   分 角田市 宮城県 国 

一般行政職 
大学卒 172,200円 178,800円 172,200 円 

高校卒 140,100円 144,500円 140,100円 

技能労務職 
高校卒 137,200円 141,900円 － 

中学卒 121,600円 125,400円 － 

 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 20年 4月 1日現在） 

区   分 経験年数 10年 経験年数 15年 経験年数 20年 

一般行政職 
大学卒 252,600円 303,900円 364,900 円 

高校卒 206,900円 252,600円 312,200円 

技能労務職 
高校卒 － － － 

中学卒 － － － 

（注） 経験年数は、採用前に民間企業等に勤務した期間がある場合、その期間を換算し、採用後の勤務期間に加

算した年数です。 
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３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成 19年 4月 1日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

1級 
定型的な業務を行う職務 

（主事、技師） 
 21人  10.8％ 

2級 
特に高度な知識又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれ

と同程度のもの（主事、技師） 
 18人   9.2％ 

3級 
係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同

程度のもの（係長、主査） 
 45人  23.1％ 

4級 
課長補佐の職務または、職務の複雑、困難及び責任の度が

これと同程度のもの（課長補佐、主幹、副主幹） 
 53人  27.2％ 

5級 
困難な業務を処理する課長補佐の職務又は職務の複雑、困

難及び責任の度がこれと同程度のもの（課長補佐、主幹） 
 25人  12.8％ 

6級 
課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同

程度のもの（部次長、課長、参事） 
 27人  13.8％ 

7級 
部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同

程度のもの（部長、会計管理者） 
  6人   3.1％ 

計  195人 100.0％ 

  （注）１．角田市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

     ２．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

 

    

 

（注）平成 18年に 9級制から 7級制に変更しています。（旧給料表の 1級及び 2級並びに 4級及び 5級をそれぞれ 

統合しています。） 
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（２）昇給への勤務成績の反映状況 

給与構造改革の導入により、昇給については、勤務成績の反映を一層きめ細かく行う目的で従来

の昇給幅を４分割され、1月 1日から 12月 31日までの 1年間における業績、能力等を評価（内申）

し、その評価に基づき、1月 1日に実施する昇給区分を決定することとしております。 

 

 

４ 職員の手当の状況 

（１）期末手当・勤勉手当 

角 田 市 宮城県 国 

１人当たり平均支給額（19年度） 

         1,536千円 

１人当たり平均支給額（19年度） 

         1,925千円 
－ 

（19年度支給割合） 

  期末手当   勤勉手当 

  3.0 月分   1.50 月分 

 （1.6）月分  （0.75）月分 

（19年度支給割合） 

  期末手当   勤勉手当 

  3.0 月分   1.45 月分 

 （1.6）月分  （0.75）月分 

（19年度支給割合） 

  期末手当   勤勉手当 

  3.0 月分   1.50 月分 

 （1.6）月分  （0.75）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加

算措置 

 ・役職加算  5％～15％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加

算措置 

 ・役職加算  5％～20％ 

・管理職加算 15％～25％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加

算措置 

・役職加算   5％～20％ 

・管理職加算 10％～25％ 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

【参考】勤務手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準日（6 月 1 日・12 月 1 日）以前の 6 ヶ月以内の期間における勤務成績（業績、能力等）を

適正に評価（内申）し成績率を決定することとしております。 
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（２）退職手当（平成 20年 4月 1日現在） 

角 田 市 国 

（支給率）   自己都合     勧奨・定年 

勤続 20年   23.5 月分     30.55 月分 

勤続 25年   33.5 月分     41.34 月分 

勤続 35年   47.5 月分     59.28 月分 

最高限度額  59.28 月分     59.28 月分 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 

                   （2％～20％加算） 

1人当たり平均支給額           22,453千円 

（支給率）   自己都合     勧奨・定年 

勤続 20年   23.5 月分     30.55 月分 

勤続 25年   33.5 月分     41.34 月分 

勤続 35年   47.5 月分     59.28 月分 

最高限度額  59.28月分     59.28 月分 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 

                   （2％～20％加算） 

 

 （注）１．角田市職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合の退職手当条例により支給されます。 

２．退職手当の 1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 

 

 

 

 

（３）地域手当（平成 20年 4月 1 日現在） 

支給実績（19年度決算） 327千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（19年度決算） 163,703円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

東京都のうち特別区 16％ 0人 16％ 

仙台市 6％ 2人 6％ 

名取市・多賀城市・利府町・富谷町 3％ 0人 3％ 

（注）「支給実績」及び「支給職員 1人当たり平均支給年額」は、平成 18年度における調整手当の額です。 

 

（22年度制度完成時） 

支給対象地域 支給率 国の制度（支給率） 

東京都のうち特別区 18％ 18％ 

仙台市 6％ 6％ 

名取市・多賀城市・利府町・富谷町 3％ 3％ 

（注）国の制度では、平成 22年度の完成を目指して、平成 18年度から支給率を段階的に 

引上げることとしています。 
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（４）特殊勤務手当（平成 20年 4月 1日現在） 

区   分 全 職 種 

支給実績（19年度決算） 751千円   

支給職員 1人当たり平均支給年額（19年度決算） 26,821円   

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度） 9.1％   

手当の種類（手当数） 9種類   

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

税務手当 税務課の職員 ・市税の賦課徴収、固定資産の

評価事務に従事 

・月額    

        3,000円 

防疫業務手当 業務に従事した職員 ・感染症、伝染病に係る患者の

救護作業 

・感染症の病原体の処理作業 

 

・在宅の感染症の患者の訪問調

査、療養指導 

・伝染病菌を有する家畜に対す

る防疫業務 

・1日につき   

         500円 

・1日につき 

500円 

・1日につき 

500円 

・1日につき 

500円 

不快業務手当 業務に従事した職員 ・行旅病死人等の取扱い（外勤）

等の業務 

・行旅病の取扱い（外勤）等の

業務 

・汚泥収集の業務 

・1件につき  

1,000円 

・1件につき 

500円 

・日額    

         250円 

特別勤務手当 業務に従事した職員 ・特殊自動車の運転業務 ・日額    

    200円 

 

 

 

（５）時間外勤務手当 

支給実績（19年度決算） 102,582千円 

職員 1人当たり平均支給年額（19年度決算） 440千円 

支給実績（18年度決算） 83,744千円 

職員 1人当たり平均支給年額（18年度決算） 361千円 
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（６）その他の手当（平成 20年 4月 1日現在） 

手 当 名 内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績（19

年度決算） 

支給職員 1人当たり

平均支給年額（19

年度決算） 

管理職手当 ・部長級  88,500円 

・部次長級 77,400円 

・課長級  62,300円 

・参事級  51,900円 

※ ただし、平成 11 年 4 月から

10％減額支給しています。  

 

異なる 国は官職に

応じ、 

俸 給 月 額

117,500 円～        

31,700円 

26,550千円 698,684円 

扶養手当 1.配偶者 13,000円 

2.配偶者以外の扶養親族 

ｱ. 1 人につき それぞれ 6,500

円（職員に配偶者がない場合

は、そのうち 1 人について

11,000円） 

 

※ 扶養親族である子のうち、満

15 歳に達する日後の最初の 4

月１日から満 22 歳に達する日

以後の最初の 3 月 31 日までの

間にある子 1 人につき 5,000

円加算 

 

同じ － 29,894千円 221,014円 

住居手当 1.借家・借間に居住している職員 

 ｱ. 月額 23,000 円以下の家賃を

支払っている職員 

 家賃－12,000円 

 ｲ. 月額 23,000 円を超える家賃

を支払っている職員 

  （家賃－23,000 円）×1/2＋

11,000円で 27,000円を限度 

2.自宅に居住している職員 

  新築・購入された住宅で、新

築・購入の日から起算して 5年を

経過するまでの間 2,500円 

 

同じ － 9,467千円 230,902円 
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手 当 名 内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績（19

年度決算） 

支給職員 1人当たり

平均支給年額（19

年度決算） 

通勤手当 1.交通機関等の利用者 

  支給単位期間の通勤に要する

運賃等の相当額。ただし、その月

額が 55,000円を超えるときは、 

 55,000 円×支給単位期間の月数 

2.交通用具の使用者 

 ｱ. 普通自動車等以外の交通用

具使用者 

   使用距離（片道）により 

    2,000円～24,500円 

ｲ. 普通自動車等の使用者 

  使用距離（片道）により 

   2,200円～33,000円    

一 部 異

なる 

通勤者の主

たる通勤方

法が国家公

務員と異な

ることから、

一部独自の

手当。国の手

当は次のと

おり。2 のｲ

について、使

用距離（片

道）により

2,000 円から

24,500円 

11,960千円 64,649円 

単身赴任手当  公署を異にする異動等に伴い転

居し、やむを得ない事情により配偶

者と別居し、単身で生活することを

常況とし、距離制限（60 ㎞以上）

を満たす職員 23,000円 

加算額 100 ㎞～交通距離に応

じ 6,000円～45,000円 

同じ － － － 

休日勤務手当  休日（祝日法による休日、年末年

始の休日）において正規の勤務時間

中に勤務した職員 

 勤務 1 時間当たりの給与額×

135/100 

同じ － 2,160千円 25,116円 

夜間勤務手当  正規の勤務時間として午後 10 時

から翌日の午前 5 時までの間に勤

務した職員 

 勤務 1 時間当たりの給与額×

25/100 

 

 

 

 

同じ － － － 
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手 当 名 内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績（19

年度決算） 

支給職員 1人当たり

平均支給年額（19

年度決算） 

日直手当 日直勤務を命ぜられた職員 

  日直勤務 1回 4,200円 

  （5時間未満の勤務の場合は、

1回につき 2,100円） 

同じ － － － 

管理職員特別 

勤務手当 

管理職員が臨時または緊急の必

要その他の公務の運営の必要によ

り、週休日または休日等に勤務した

場合 

職員の区分に応じ 

 4,000円～8,000円 

ただし、勤務に従事した時間が 6

時間を越える場合は、その額に

150/100 を乗じて得た額 

同じ － 192千円 11,294円 

寒冷地手当 1.扶養親族 3人以上の世帯主 

 月額 5,560円 

2. 扶養親族 1人または 2人の世帯 

 主 

 月額 2,300円 

 ※ なお、平成 17 年度支給分か

ら国と同様に経過措置（～平成

19 年度）を設け、月額制に改

定した（11 月から翌年 3 月ま

での 5 カ月間）。段階的に支給

額を削減する。平成 20 年度か

らは支給なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ － 1,908千円 15,512円 
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手 当 名 内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異同 

国の制度と

異なる内容 

支給実績（19

年度決算） 

支給職員 1人当たり

平均支給年額（19

年度決算） 

災害派遣手当  災害応急対策または災害復旧の

ため国または他の地方公共団体か

ら派遣された職員が、住所または居

所を離れて、市の区域に滞在する場

合 

 滞在する日 1日につき 

  3,970円～6,620円 

（滞在期間、施設の利用区分によ

り） 

  － － 
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５ 特別職の報酬等の状況（平成 20年 4月 1 日現在） 

区   分 給 料 月 額 等 

給  料  

市 長 

 

副市長 

 

収入役 

 

854,100円 

（949,000円） 

711,550円 

（749,000円） 

639,350円 

（673,000円） 

（参考）類似団体における最高／最低額 

1,010,000円 ／ 460,000円 

 

800,000円 ／ 347,500円 

 

690,000円 ／539,400円 

報  酬 議 長 

副議長 

議 員 

447,000円 

376,000円 

352,000円 

495,000円 ／ 309,000円 

440,000円 ／ 251,000円 

400,000円 ／ 227,000円 

期末手当 市 長 

副市長 

収入役 

（平成 19年度支給割合） 

    4.4月分 

議 長 

副議長 

議 員 

（平成 19年度支給割合） 

    3.3月分 

退職手当  

市 長 

副市長 

収入役 

（算定方式）            (1期の手当額) （支給時期） 

949,000円×在職月数×0.44  20,042,880 円   任期毎 

749,000円×在職月数×0.26   9,347,520 円   任期毎 

673,000円×在職月数×0.23   7,429,920 円   任期毎 

（注）１．市長、副市長、収入役の給料月額は、平成 14年 4月からそれぞれ 10％、5％、5％ 

に相当する額を減額支給しており、（ ）内は、減額措置を行う前の金額です。 

   ２．退職手当の「1期の手当額」は 4月 1 日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期 

（4年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

３．収入役は、平成 17年 4 月から空席となっています。 
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６ 職員数の状況 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由 

    （各年 4月 1日現在、単位：人） 

      区 分 

部 門 

職 員 数 対前年 

増減数 
主な増減理由 

平成 19年 平成 20年 

普 

 

通 

 

会 

 

計 

 

部 

 

門 

一

般

行

政

部

門 

議   会 4 4   

総   務 74 73 ▲ 1 総務部門の減 

税   務  20  19 ▲ 1 税徴収部門の減 

民   生 60  59 ▲ 1 保育所職員の減 

衛   生 20 21 1 健康推進部門の増 

農 林 水 産  22  22   

商   工 6 5 ▲ 1 商工部門の減 

土   木  20  20   

計 226 223 ▲ 3 〈参考〉 

人口１万人当たりの職員数   68.27人 

（類似団体人口１万人当たりの職員数    人) 

教 育 部 門 47 47   

小   計 273 270 ▲ 3 〈参考〉 

人口１万人当たりの職員数   82.65人 

（類似団体人口１万人当たりの職員数    人) 

公  

営 会 

企 計 

業 部 

等 門 

病   院     

水   道  12  12   

下 水 道  9  9   

そ の 他  15  18 3 組織新設による増（広域連合） 

小   計  36  39 3  

合   計 
309 

[366] 

309 

[366] 

 

[   ] 

〈参考〉 

人口 1万人当たりの職員数   94.59人 

（注）１．職員数は一般職に属する職員（教育長を含む。）であり、地方公務員の身分を保有する休職

者などを含みます。一部事務組合への派遣職員、臨時または非常勤職員を除いています。 

   ２．[  ]内は、定数条例の合計です。 
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（２）年齢別職員構成の状況（平成 20 年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 （３）定員管理の数値目標及び進捗状況 

  ①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 

平成17年4月1日 

職員数 

平成22年4月1日 

職員数 

純減数 純減率 

         人 

322 

         人 

296 

         人 

▲26 

         ％ 

▲8.1 

   

  （参考）角田市集中改革プランにおける定員管理の数値目標（数・率） 

計画期間 
数値目標 

始 期 終 期 

平成17年4月1日 平成22年4月1日 
▲26人 

（▲8.1％） 

  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

２０歳未満 ２０～２３ ２４～２７ ２８～３１ ３２～３５ ３６～３９ ４０～４３ ４４～４７ ４８～５１ ５２～５５ ５６～５９ ６０歳以上

構成比

5年前の構成比

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

 

以上 

計 

職員数 
人 

－ 

人 

11 

人 

16 

人 

22 

人 

40 

人 

35 

人 

23 

人 

22 

人 

39 

人 

53 

人 

47 

人 

1 

人 

309 
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  ② 定員適正化計画の年次別数値目標 

                                                                        （各年 4月 1日現在） 

           区 分 

部 門 

Ｈ17年 

計画始期 

Ｈ18年 

1年目 

Ｈ19年 

2年目 

Ｈ20年 

3年目 

Ｈ21年 

4年目 

Ｈ22年 

5年目 

18年～22年 

計 

(参考) 

数値目標 

一般行政 職員数 232 225 226     223   ― 211 

増減  ▲７ 1     ▲1   ▲9（42.9％） ▲21 

教育 職員数 55 48 47      47   ― 49 

増減  ▲7 ▲1    -   ▲8（133.3％） ▲6 

公営企業 

等会計 

職員数 35 37 36    39   ― 36 

増減  2 ▲1    3   4（400.0％） 1 

計 職員数 322 310 309   309   ― 296 

増減  ▲12 ▲1    -   ▲13（50.0％） ▲26 

（注）１．計画期間は、１７年から２２年の５年間です。 

２．（  ％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示しています。 

３．増減は、各年の欄にあっては、対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画１年目以降までの職

員増減数の累計を示します。 
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７ 公営企業職員の状況 

 

【水道事業】 

① 職員給与費の状況 

  ア 決算  

区 分 
総費用 

Ａ 

純損益又は実質

収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める職員

給与費比率 Ｂ／Ａ 

（参考） 

平成 18 年度の総費用に

占める職員給与費比率 

19年度 

千円 

999,985 

千円 

19,099 

千円 

89,953 

％ 

9.0 

％ 

8.8 

 

 

区 分 
職員数 

Ａ 

給    与    費 1人当たり 

給与費Ｂ/Ａ 

 (参考)水道事業平均

一人当たり給与費 給 料 職員手当 期末・勤勉手当  計 Ｂ 

19年度 
人 

12 

千円 

51,356 

千円 

5,495 

千円 

21,578 

千円 

78,429 

千円 

6,536 

千円 

  6,874 

（注）１．職員手当には退職手当を含みません。 

   ２．職員数は平成 20年 3月 31日現在の人数です。 

 

 

 イ 給与抑制措置の状況 

     管理職手当の減額支給（平成 11年 4月から実施） 

      所長    88,500 円 → 79,650円（10％減額） 

      副所長   62,300 円 → 56,070円（10％減額） 

      参事    51,900 円 → 46,710円（10％減額） 

 

 

  ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成 20年 4月 1日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

角 田 市 49.3歳 370,417円 539,760円 

団体平均 45.5 歳 374,552円 571,242円 

事業者  － 歳    －  円 

（注）１．基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合計額です。 

２．平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。 
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③ 職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

角 田 市 角田市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（19年度） 

         1,798千円 

１人当たり平均支給額（19年度） 

               1,698千円 

（19年度支給割合） 

  期末手当   勤勉手当 

  3.0 月分   1.50 月分 

 （1.6）月分  （0.75）月分 

（19年度支給割合） 

  期末手当   勤勉手当 

  3.0 月分   1.50 月分 

 （1.6）月分  （0.75）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 ・役職加算  5％～15％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

 ・役職加算  5％～15％ 

（注）（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

 

イ 退職手当（平成 20年 4月 1日現在） 

角 田 市 角田市（一般行政職） 

（支給率）   自己都合     勧奨・定年 

勤続 20年   23.5 月分     30.55 月分 

勤続 25年   33.5 月分     41.34 月分 

勤続 35年   47.5 月分     59.28 月分 

最高限度額   59.28 月分     59.28 月分 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 

                   （2％～20％加算） 

1人当たり平均支給額   －      27,802千円 

（支給率）   自己都合     勧奨・定年 

勤続 20年   23.5 月分     30.55 月分 

勤続 25年   33.5 月分     41.34 月分 

勤続 35年   47.5 月分     59.28 月分 

最高限度額   59.28月分     59.28 月分 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 

                   （2％～20％加算） 

1人当たり平均支給額   －      23,654千円 

（注）１．角田市職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合の退職手当条例により支給されます。 

２.退職手当の 1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 

 

ウ 地域手当（平成 20年 4 月 1 日現在） 

支給実績（19年度決算） － 

支給職員 1人当たり平均支給年額（19年度決算） － 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率） 

東京都のうち特別区 16％ 0人 16％ 

仙台市 6％ 0人 6％ 

名取市・多賀城市・利府町・富谷町 3％ 0人 3％ 
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（22年度制度完成時） 

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率） 

東京都のうち特別区 18％ 18％ 

仙台市 6％ 6％ 

名取市・多賀城市・利府町・富谷町 3％ 3％ 

（注）国の制度では、平成 22年度の完成を目指して、平成 18年度から支給率を段階的に引上げることとし 

ています。 

 

 

エ 特殊勤務手当（平成 20年 4月 1日現在） 

区   分 全 職 種 

支給実績（19年度決算） － 

支給職員 1人当たり平均支給年額（19年度決算） － 

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度） － 

手当の種類（手当数） － 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

－ － － － 

 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（18年度決算） 1,626 千円 

職員 1人当たり平均支給年額（18年度決算） 181千円 

支給実績（17年度決算）   854 千円 

職員 1人当たり平均支給年額（17年度決算） 78 千円 

  （注）時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

 

カ その他の手当（平成 20 年 4月 1日現在） 

手 当 名 内容及び支給単価 

一般行

政職の

制度と

の異同 

一 般 行 政

職 の 制 度

と 異 な る

内容 

支給実績（ 18

年度決算） 

支給職員 1人当たり

平均支給年額（18

年度決算） 

管理職手当 ・所長   88,500円 

・副所長  62,300円 

・参事   51,900円 

※ ただし、平成 11年 4月から 

10％減額支給しています。  

 

同じ －   2,077千円 692,280円 
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手 当 名 内容及び支給単価 

一般行

政職の

制度と

の異同 

一 般 行 政

職 の 制 度

と 異 な る

内容 

支給実績（ 19

年度決算） 

支給職員 1人当たり

平均支給年額（19

年度決算） 

扶養手当 1.配偶者 13,000円 

2.配偶者以外の扶養親族 

ｱ. 1 人につき それぞれ 6,500

円（職員に配偶者がない場合

は、そのうち 1 人について

11,000円） 

 

  

※ 扶養親族である子のうち、満

15 歳に達する日後の最初の 4

月１日から満 22 歳に達する日

以後の最初の 3 月 31 日までの

間にある子 1 人につき 5,000

円加算 

同じ － 1,544千円 220,500円 

住居手当 1.借家・借間に居住している職員 

 ｱ. 月額 23,000 円以下の家賃を

支払っている職員 

 家賃－12,000円 

 ｲ. 月額 23,000 円を超える家賃

を支払っている職員 

   （家賃－23,000円）×1/2＋

11,000円で 

   27,000円を限度 

2.自宅に居住している職員 

  新築・購入された住宅で、新

築・購入の日から起算して 5年を

経過するまでの間 2,500円 

 

 

 

 

 

同じ －   58千円 28,800円 
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手 当 名 内容及び支給単価 

一般行

政職の

制度と

の異同 

一 般 行 政

職 の 制 度

と 異 な る

内容 

支給実績（ 18

年度決算） 

支給職員 1人当たり

平均支給年額（18

年度決算） 

通勤手当 1.交通機関等の利用者 

  支給単位期間の通勤に要する

運賃等の相当額。ただし、その月

額が 55,000円を超えるときは、 

 55,000 円×支給単位期間の月数 

2.交通用具の使用者 

 ｱ. 普通自動車等以外の交通用

具使用者 

   使用距離（片道）により 

    2,000円～24,500円 

ｲ. 普通自動車等の使用者 

  使用距離（片道）により 

   2,200円～33,000円  

   

 

 

 

 

 

同じ －   553千円 69,150円 

休日勤務手当  休日（祝日法による休日、年末年

始の休日）において正規の勤務時間

中に勤務した職員 

 勤務 1 時間当たりの給与額×

135/100 

 

 

同じ －     48千円       7,539円 

夜間勤務手当  正規の勤務時間として午後 10 時

から翌日の午前 5 時までの間に勤

務した職員 

 勤務 1 時間当たりの給与額×

25/100 

 

 

同じ －  － － 

 

手 当 名 内容及び支給単価 一般行 一 般 行 政 支給実績（ 19 支給職員 1人当たり
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政職の

制度と

の異同 

職 の 制 度

と 異 な る

内容 

年度決算） 平均支給年額（19

年度決算） 

日直手当 日直勤務を命ぜられた職員 

  日直勤務 1回 4,200円 

  （5時間未満の勤務の場合は、

1回につき 2,100円） 

同じ － － － 

管理職員特別 

勤務手当 

管理職員が臨時または緊急の必

要その他の公務の運営の必要によ

り、週休日または休日等に勤務した

場合 

職員の区分に応じ 

 4,000円～8,000円 

ただし、勤務に従事した時間が 6

時間を越える場合は、その額に

150/100 を乗じて得た額 

同じ － － － 

寒冷地手当 1.扶養親族 3人以上の世帯主 

 月額  5,560円 

2. 扶養親族 1人または 2人の世帯 

 主 

 月額 2,300円 

 ※ なお、平成 17 年度支給分か

ら国と同様に経過措置（～平成

19 年度）を設け、月額制に改

定した（11 月から翌年 3 月ま

での 5 カ月間）。段階的に支給

額を削減する。平成 20 年度か

らは支給なし。 

 

 

 

 

同じ － 85千円 14,217円 

 

 

④定員管理の数値目標及び進歩状況 

  角田市の定員適正化計画に含まれる 


